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２
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住民基本台
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員給与費の

１ 職員手

２ 職員数

３ 給与費

まれてお

スパイレス

 ラスパイ

ため、国の

俸給表（一

 類似団体

均したもの

983 人

職　員　数

　　 　 　Ａ

99.3 

薩

川内市区

況（普通会

台帳人口 

月１日） 

3 8人  
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1 2

の状況（普

当には退職手
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については、
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職　員　手　

給　　　　　　　

998.4 

23.4.1 H2

- 1 -

の給与・

 

実質収支
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３ 平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による

給与減額措置がないとした場合の値である。 

 

※ 26 年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３

年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

なし 

 

 (4) 給与改定の状況 

    ①月例給 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率

 

民間給与 

Ａ

公務員給与 

Ｂ

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率）

25年度 
円

－  

円

－  

円

（ － ％）

％

－  

％ 

－  

 

 

％

－  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額である。 

 

    ②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区 分 

 

人事委員会の勧告  

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の支給 

割合   Ａ

公務員の 

支給月数 Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数）

25年度 
月

－  

月

－  

月

－  

月

－  

月 

－  

 

 

月

－  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施  未実施］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施

の場合には、その理由）） 

 

 

 

 

  

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。１級（全号給）

及び２級の初任給に係る号給は引き下げず、３級以上の級の高位号給は 50 歳台後半層における官

民の格差を考慮して最大４％程度引き下げる。 

 なお、激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

また、他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 
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②地域手当の見直し 

 実施内容 

 

 

 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

 

 (6)特記事項 

  な し  

 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２６年４月１日現在） 

    ①一般行政職 

  

 

 

 

 

 

区 分 

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額

 

平均給与月額

 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

薩摩川内市     45.3歳     348,100円    408,232円    378,331円 

鹿児島県     44.8歳     335,300円    409,690円   369,689円 

国     43.5歳     355,000円      ―    408,472円 

 類似団体     42.6歳     322,632円    389,653円    357,265円 

 

 管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月

１日実施） 

 平成２７年度以降における地域手当の支給対象地域なし 

※派遣職員に係る地域手当については、国の基準と同様の見直しを実施 



- 4 -

②技能労務職 

 

 

 

 

   ③教育職 

区 分 平 均 年 齢      平均給料月額 平均給与月額  

薩摩川内市     49.1歳 389,067円    432,791円

鹿児島県     43.8歳 381,200円    443,596円

類似団体     40.1歳 302,285円    332,987円

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

 

 

 

 (2) 職員の初任給の状況（２６年４月１日現在） 

区    分 薩摩川内市 鹿児島県 国   

  

  

  

  

  

  

一般行政職 
大 学 卒 172,200円 172,200円        172,200円 

高 校 卒         140,100円 140,100円        140,100円 

技能労務職 
高 校 卒          133,100円 146,700円             － 

中 学 卒 － 円 129,200円             － 

  

－ － － －類似団体 49.7歳 34人 316,350円 352,255円 336,838円

－ － － －

－ － － －

国 50.1歳 3,119 287,992円 - 326,611円

鹿児島県 51.7歳 356人 343,100円 395,453円 372,711円

－ － － －

用務員 54.3歳 199,300円 1.65

うちその他 52.7歳 17人 287,600円 303,840円 297,120円

－ － － －

うち学校主事 49.6歳 34人 305,700円 328,553円 321,803円

薩摩川内市 50.8歳 51人 302,000円 323,706円 316,016円

参　考

平均年齢 職員数
平均給料

月額

平均給与

月額（Ａ）

平均給与月額

（国ベース）

対応する民間の

類似職種
平均年齢

平均給与

月額（Ｂ）
Ａ／Ｂ

区　　分

公　　　　　　　　　務　　　　　　　　　員 民　　　　　　　　　間

うちその他 4,842,680円 － －

薩摩川内市 － － －

うち学校主事 5,234,536円 2,747,000円 1.91

区　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２６年４月１日現在） 

 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２６年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

 

１ 級 

 

 

主 事  

 

         人 

3 3  

  

        ％

4 . 8  

  

    円 
135,600 
 

    円 
243,700 
 

 

２ 級 

 

 

主 事  

 

         人 

2 4  

  

        ％

3 . 5  

  

    円 
185,800 
 

    円 
307,800 
 

 

３ 級 

 

 

主 任 補  

 

         人 

5 1  

  

        ％

7 . 4  

  

    円 
222,900 
 

    円 
354,700 
 

 

４ 級 

 

 

主 任 、 総 括 主 任  

 

         人 

3 0 5  

  

        ％

4 4 . 3  

  

    円 
261,900 
 

    円 
388,300 
 

 

５ 級 

 

 

参 事 補  

 

         人 

2 0 0  

  

        ％

2 9  

  

    円 
289,200 
 

    円 
400,600 
 

 

６ 級 

 

 

参 事  

 

         人 

6 5  

  

        ％

9 . 4  

  

    円 
320,600 
 

    円 
422,600 
 

 
７  級  

 

 
参 与  

 

     人 
11 

 

    ％
1.6 

    円 

366,200 

    円 

456,200 

  （ 注）１ 薩摩川内市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
 

    区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職 
大 学 卒     263,720円       372,527円        386,633円     405,875円

高 校 卒       225,900円       321,211円         366,660円     388,754円

技能労務職 
高 校 卒                円       288,175円         299,044円     346,740円

中 学 卒                円                円                 円     297,200円



 （注） 平

５級

 

 (2) 昇給

 

 

 

 

 

 

４ 職員

 

 ( 1) 期末

（ 注 ） （ ）

　1人当たり平均

　（平成25年度

期末手当

（ ）

　（加算措置の

職制上の段階

・ 役職加

1.45

2.60

 現在、

年間の勤

ことを標

 なお、

平成１８年に

級をそれぞれ

給への勤務

員の手当の

末手当・勤

） 内 は 、 再

均支給額（平成

度支給割合）

勤勉手

月分

月分 （

の状況）

階、職務の級等によ

加算 5～15

0.6

1.3

薩摩川内市

1

人事評価は

勤務成績が良

標準としてい

管理職につ

に８級制から

統合） 

務成績の反

の状況  

勤勉手当 

再 任 用 職 員

25年度）

千円

手当

月分

） 月分

る加算措置

％

65

35

1,492

は実施してい

良好であった

いる。 

ついては３号

ら６級制に変

映状況 

に 係 る 支 給

　1人当たり平

　（平成25年度

期末手当

（ ）

　（加算措置の

職制上の段階

・ 役職加

・ 管理職

1.45

2.60

いるが、昇給

た場合は、昇

号給となる。
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変更している

給 割 合 で あ

平均支給額（平成

度支給割合）

勤勉手

月分

月分 （

の状況）

階、職務の級等によ

加算 5～20

職加算 10%

0.6

1.3

鹿児島県

給を含む処遇

昇給の号給数

 

る。（旧給料

る 。  

成25年度）

千円

手当

月分

） 月分

る加算措置

0％

65

35

1,536

遇への反映は

数を４号給（

料表の１級及

　（平成25年度

期末手当

（ ）

　（加算措置の

職制上の段階

・ 役職加

・ 管理職

1.45

2.60

実施してい

５５歳以上

及び２級並び

度支給割合）

勤勉手

月分

） 月分 （

の状況）

階、職務の級等によ

加算 5～20

職加算 10～2

0.

1.

国

－

ないため、昇

は昇給停止）

 

びに４級及び

手当

月分

） 月分

よる加算措置

0％

25％

65

35

昇給前１ 

）とする 

び 
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  ○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

 現 在 、 人 事 評 価 は 実 施 し て い る が 勤 勉 手 当 へ 反 映 は 実 施 し て い な い 。  

 

 

 

 

 

 (2) 退職手当（２６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

薩摩川内市 国   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）    自己都合  応募認定・定年 

勤 続 2 0 年            21.62月分  28.98月分 

勤 続 2 5 年            30.82月分   36.57月分 

勤 続 3 5 年            43.7 月分   52.44月分 

最高限度額       52.44月分   52.44月分 

その他の加算措置 

(退職時特別昇給      －       )  

1人当たり平均支給額     

                8,136千円 2 3 , 2 9 7千円

（支給率）   自己都合  応募認定・定年 

勤 続 2 0 年           21.62月分  27.025月分 

勤 続 2 5 年           30.82月分  36.57 月分 

勤 続 3 5 年           43.7 月分  52.44 月分 

最高限度額      52.44月分  52.44 月分 

その他の加算措置                       

                定年前早期退職特例措置 

       （ 割 増 率 2～ 45％ ）  

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

(3) 地域手当（２６年４月１日現在） 

支 給 実 績（２５年度決算）       2,032 千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）            508,000 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東 京 特 別 区       １８ ％          ３ 人      １８  ％ 

大 阪 府 大 阪 市       １５ ％          ０ 人      １５  ％ 

福 岡 県 福 岡 市       １０ ％          ０ 人      １０  ％ 

           ％             人            ％ 

           ％             人            ％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

９８．４ 

（９８．４）

 

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方

公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。） 
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(4) 特殊勤務手当（26 年４月１日現在） 

支給実績（25年度決算） 4 , 6 7 2  千 円

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 2 7 , 3 2 1   円

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 1 7 . 4   ％

手当の種類（手当数） 1 4    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給

単価 

税務徴収業務

手当 

税 務 課 、 収 納 課 若

し く は 地 域 振 興 課

に 勤 務 す る 職 員  

市 税 等 の 徴 収 業 務   日額200円

 

クリーンセン

ター業務手当 

川 内 ク リ ー ン セ ン

タ ー 、 上 甑 島 ク リ

ー ン セ ン タ ー 、 下

甑 ク リ ー ン セ ン タ

ー 、 鹿 島 ク リ ー ン

セ ン タ ー に 勤 務 す

る 職 員  

一 般 廃 棄 物 収 集 業 務 等  日額150円

社会福祉業務

手当 

保 護 課 又 は 地 域 振

興 課 に 勤 務 す る 職

員  

生 活 保 護 法 の 規 定 に 基 づ く  

保 護 の 業 務  

日額250円

行旅病人等取

扱業務手当 

行 旅 病 人 又 は 行 旅

死 亡 人 を 取 扱 う 業

務 に 従 事 し た 職 員  

行 旅 病 人 の 移 送 又 は 看 護 業 務

に 従 事 し た 場 合  

日額1,000円

行 旅 死 亡 人 の 収 容 業 務 に 従 事

し た 場 合  

1体当たり5,000円

医師手当 医 師 又 は 歯 科 医 師  医 師 又 は 歯 科 医 師 業 務  1月1,700千円以内

看護師等業務

手当 

看 護 師 又 は 准 看 護

師  

手 術 業 務  1回2,000円

緊急業務手当 薩 摩 川 内 市 簡 易 水

道 事 業 職 員  

 

正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間  

時 間 に 、 突 発 的 事 故 に よ り  

召 集 を 受 け 、 復 旧 工 事 等 緊  

急 工 事 に 係 る 業 務  

1回1,000円

薩 摩 川 内 市 温 泉 給

湯 事 業 職 員  

はしご業務手

当 

消 防 局 職 員 の う ち

、 は し ご 付 消 防 自

動 車 及 び 屈 折 は し

ご 付 消 防 自 動 車 の

業 務 に 従 事 す る 職

員  

 

消 防 は し ご 車 の 業 務  

 

 

1勤務日200円
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救急業務手当 消 防 局 職 員 の う ち

、 救 急 業 務 に 従 事

す る 職 員  

救 急 業 務  1回150円

 

出動手当 消 防 局 職 員  火 災 及 び そ の 他 の 災 害 出 動

業 務  

1回150円

潜水業務手当 消 防 局 職 員  潜 水 業 務  1回300円

夜間特殊業務

手当 

消 防 局 職 員  正 規 の 勤 務 時 間 に よ る 勤 務 の

一 部 又 は 全 部 が 深 夜 （ 午 後 10

時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で 間 ）

に お い て 行 わ れ る 消 防 通 信 の

業 務  

深夜の勤務時間が 

2時間以上5時間未

満の勤務  300円

 

深夜の勤務時間が 

2時間未満の勤務 

      200円

緊急消防援助

隊手当 

消 防 局 職 員  災 害 発 生 市 町 村 の 消 防 の 応 援

業 務  

1勤務日3,000円

夜間看護手当 看 護 師 又 は 准 看 護

師  

正 規 の 勤 務 時 間 に よ る 勤 務 の

一 部 又 は 全 部 が 深 夜 （ 午 後 10

時 か ら 翌 日 の 午 前 5時 ま で の 間

）に お い て 行 わ れ る 消 防 通 信 の

業 務  

深夜の全部を含む

勤務    

6,800円

深夜の勤務時間が 

4時間以上7時間未

満の勤務  

3,300円

深夜の勤務時間が 

2時間以上4時間未

満の勤務 

     2,900円

深夜の勤務時間が 

2時間未満の勤務 

2,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 -

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成25年度決算）               1 9 7 , 2 1 1  千円

支給職員１人当たり平均支給年額 

（平成25年度決算） 
                 2 0 1  千円

支給実績（平成24年度決算）               2 1 9 , 4 9 1  千円

支給職員１人当たり平均支給年額 

（平成24年度決算） 
                  2 1 8  千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

 (6) その他の手当（２６年４月１日現在） 

 

 

支給実績
(平成25年度決算)

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成25年度決算）

扶養手当 同じ －

区　　分 金　　額

177,666千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度

との異同

国の制度と
異なる内容

124,061円

①借家
　（家賃月額が12，000円
　を超える場合に限る）

家賃の額に応じ
５００円～27，000円

②③について支給
する。②自宅（市内） 3，000円

③自宅（市外） 1，500円

住居手当 異なる

区　　分 支給月額 ①については、同
じ。

91,805千円

282,458円

扶養親族である配偶者 13，000円

配偶者以外の扶養親族 　6，500円

※職員に配偶者がない場合は、扶養親族の
　うち１人について11，000円とする。

※扶養親族のうち、満16歳の年度初めから
　満22歳の年度末までの子については、
　1人につき5，000円を加算する。

325,966円

支　給　額 （給料＋扶養手当）×10％

宿日直手当 同じ －

区　　分 宿直勤務 日直勤務

特地勤務
手当

異なる
支給割合を別に設
定。

支給対象者
上甑島及び下甑島に所在する公署
に勤務する職員 9,453千円

88,944円①交通機関利用者
運賃相当額を支給

（限度額55，000円）

②交通用具使用者 4，100円～24，500円

通勤手当 異なる

①については、同
じ。
②金額の上下限は
同じ。本市は支給
区分を細かく設定。

区分 支給月額

69,554千円

20，000円 20，000円

4,885千円 325,667円

本庁・支所 4，200円 4，200円

上甑分駐署・下甑分駐
署・診療所（医師、歯科
医師等を除く）・少年自
然の家

5，900円 5，900円

診療所（医師、歯科医師
等に限る）
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５ 特別職の報酬等の状況（２６年４月１日現在）  

 
区     分 給 料 月 額 等                     

給 

料 

市 区 町 村 長 

 

副 市 町 村 長 

 

         823,500      円 

    （ 915,000   円） 

         653,400      円 

    （ 726,000   円） 

（参考）類似団体における最高／最低額 

      1,000,000円／  440,000円 

 

        830,000円／   375,000円 

 

報 

酬 

議     長 

 

副  議  長 

 

議     員 

         458,000      円 

    （  －     円）

         396,000      円 

    （  －     円）

         370,000      円 

   （  －     円）

        698,000円／  310,000円 

 

        620,000円／  245,000円 

 

        560,000円／  222,000円 

 

期
末
手
当 

市 区 町 村 長 

副 市 町 村 長 

       （２５年度支給割合） 

             ２．９５ 月分 

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （２５年度支給割合） 

             ２．９５ 月分 

         

退
職
手
当 

市 区 町 村 長 

副 市 町 村 長 

 （算定方式）      （１期の手当額）      （支給時期） 

 915千円×480/100   17,568千円      任期満了時（任期毎）

  726千円×360/100   10,454千円     任期満了時（任期毎）

備   考  

（注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期   

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

 

 

 

50,661千円 473,467円

支　給　額 職に応じ24，000円～68，400円

管理職員特別
勤務手当

同じ －

支給対象者 管理職手当を受給する職員

管理職手当 同じ －支給対象者
管理又は監督の地位にある職員の
うち、規則で定める職にある職員

281,280円

支　給　額 距離に応じ23，000円～68，000円

単身赴任
手当

同じ －

支給対象者
異動等に伴い、やむを得ない事情
により同居していた配偶者と別居し
単身で生活する職員 7,032千円

0千円 0円支給要件
臨時又は緊急の必要により週休
日・休日等に勤務した場合

支　給　額 勤務1回につき8，000円以内



６ 職員

 (1) 部
        

     
部 門 

 
普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 
 
 

公 
営 
企会 
業計 
等部 
 門 

病
水
交

 

 

 （注）１

    ２

       

( 2 )  年齢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員数の状況

門別職員数
        

     区 

一 
般 
行 
政 
部 
門 
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
労 働  
農 林 水
商 工  
土 木  

計

教育部門
消防部門

小   

病 院  
水 道  
交 通  
下 水 道  
そ の 他  
 小   計

合  計 

 職員数は

 [     ]内

        

齢別職員構

況  

数の状況と
        

分 職
平成

水 産  

計 

門 
門 

計 

計 

[ 1 3

一般職に属す

内は、条例定

        

成の状況

と主な増減
        

  員  数
26年 平成

9 
2 2 0  
7 0  
6 9  
5 4  
1  

8 3  
3 5  

1 0 4  
 

6 4 5  
 

1 6 3  
1 4 8  

 
9 5 6  

 
3 9  
3 3  
0  

1 2  
3 9  

1 2 3  
1 0 7 9  

 
7 0  ]  [ 1 3 7

する職員数で

定数の合計で

        

（２６年４
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減理由 

        

数 対 前
増 減25年

9
2 2 4
6 8
7 0
6 3
1

9 0
3 5

1 0 9

 669     

1 6 7
1 4 8

9 8 4 △

3 9
3 3
0

1 3
4 0

1 2 5
1 1 0 9

7 0  ]

△

[   

である。 

である。 

        

４月１日現

        

前 年
減 数

  
 

0
△ 4

2
△ 1
△ 9

0
△ 7

0
△ 5

 
支 所 業
 
 
ｸ ﾘ ｰ ﾝ ｾ
 
支 所 業
 
業 務 の

△24
＜参考
  人口
 （類似

△ 4 支 所 教
0  

△ 2 8
＜参考
  人口
 （類似

0
0
0

△ 1
△ 1

 
 
 
 
社 会 福

△ 2  
△ 3 0

0  ]

 
＜参考
   人

        

現在） 

        

主 な 増    

業 務 等 の 見

ｾﾝ ﾀ ｰ業 務 の

業 務 の 見 直

の 統 廃 合  
考＞        
口１万人当たり

団体の人口１万人当たり
教 育 課 の 業

考＞        
口１万人当たり

団体の人口１万人当たり

福 祉 協 議 会 へ

考＞        
人口１万人当た

   

        
（各年４月

増 減 理     

見 直 し  

の 民 間 委 託

直 し  

          
り職員数 65.
りの職員数  53.

業 務 の 見 直

          
り職員数 96.
りの職員数 71.7

へ の 派 遣 終

          
たり職員数 10

      
１日現在）
由  

 

      
.06 人 
52 人） 
し  

      
.43 人 
79人） 

了  

        
08.84 人 
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区 分 

 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳

～  

35歳

36歳

～  

39歳

40歳

～  

43歳

44歳

～  

47歳

48歳

～  

51歳

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳

 

以上

 

計 

 

 

職員数 

 

人 

６  

 

人

２４ 

 

人 

２ ８  

 

人 

４３ 

 

人

９０

 

人

1 5 0

 

人

1 5 7

 

人

1 3 5

 

人

1 4 2

 

人 

1 6 4  

 

人 

1 3 5  

 

人

４  

 

人

1 , 0 7 8

 

 

 (3) 職員数の推移 

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 

 

 

 

 

 

（注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。 

 

 

(

(

(

(

(

(

669 645 △ 94 △ 12.7 ％)

部　門

一般行政 739 717 691 681

区　分
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

過去5年間
の増減数（率）

148 148 1 0.7 ％)

普通会計計 1,073 1,046 1,017 1,005

166 162 △ 25 △ 13.4 ％)

消　　防 147 148 149 148

教　　育 187 181 177 176

125 123 △ 14 △ 10.2 ％)

総合計 1,210 1,176 1,149 1,132

983 955 △ 118 △ 11.0 ％)

公営企業等会計計 137 130 132 127

1,108 1,078 △ 132 △ 10.9 ％)
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７ 公営企業職員の状況  

 

 (1) 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 

 

 

総費用 

 

      Ａ 

純損益又は 

実質収支 

 

職員給与費 

  

     Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

     Ｂ／Ａ 

 (参考) 

24年度の総費用に占

める職員給与費比率

25年度 

 

         千円 

1 , 1 2 4 , 3 4 6  

       千円 

1 0 0 , 8 4 4  

        千円

15 6 , 6 3 5  

             ％ 

1 3 . 9  

                ％ 

1 4 . 2  

（ 注 ） 資 本 勘 定 支 弁 職 員 に 係 る 職 員 給 与 費 ○ 千 円 を 含 ま な い 。  

 

区 分 

 

職員数 

    Ａ  

給     与     費 一人当たり 

給与費 B / A  

 

 

 

 

(参考 )市町村平均

一 人 当 た り 給 与 費     給  料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当 計 Ｂ

25年度 

 

    人  

2 2  

    千円 

9 3 , 3 0 7  

    千円

1 1 , 4 1 6

    千円

3 5 , 1 6 8

    千円

1 3 9 , 8 9 1

       千円 

6 , 3 5 9  

       千円

6 , 1 2 3  

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、26 年３月３１日現在の人数である。 

 

   イ  特記事項 

     特 記 事 項 な し  

 

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（２６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額  

薩摩川内市    44.8歳  343,000円 532,440円

団 体 平 均    45.0歳  342,822円 509,358円

事業者 46.0歳 529,890円  

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

    ③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

薩摩川内市（水道事業） 薩摩川内市 （一般行政職・団体平均等）

１人当たり平均支給額（25年度）     

              1,598千円 

１人当たり平均支給額（25年度）     

               1,492千円

（25年度支給割合） 

        期末手当      勤勉手当 

        2 . 6 0  月分     1 . 3 5  月分 

      (  1 . 4 5  )月分  (  0 . 6 5  )月分 

（25年度支給割合）                    

         期末手当      勤勉手当 

          2.60 月分      1.35 月分 

     (  1 . 4 5  )月分  (  0 . 6 5  )月分 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・ 役 職 加 算  ５ ～ １ ５ ％  

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・ 役 職 加 算  ５ ～ １ ５ ％  

 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（２６年４月１日現在） 

       薩摩川内市（水道事業）  薩摩川内市 （一般行政職・団体平均等） 

 （支給率）    自己都合  応募認定・定年 

 勤 続 2 0 年         21.62 月分  28.98 月分 

 勤 続 2 5 年         30.82 月分  36.57 月分 

 勤 続 3 5 年         43.7 月分  52.44 月分 

 最高限度額    52.44 月分  52.44 月分 

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

・役職加算 ２～２０％ 

(退職時特別昇給         －            ) 

 1人当たり平均支給額  － 千円   － 千円 

 （支給率）    自己都合  応募認定・定年 

 勤 続 2 0 年         21.62 月分  27.025 月分 

 勤 続 2 5 年         30.82 月分  36.57  月分 

 勤 続 3 5 年         43.7  月分  52.44  月分 

 最高限度額    52.44 月分  52.44  月分 

 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

・役職加算 ２～２０％ 

 (退職時特別昇給       －             ) 

1人当たり平均支給額  8,136千円 23,297千円 

       （注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額           

である。 

 

ウ 地域手当（２６年４月１日現在） 

 支 給 実 績（２５年度決算）        ―    千円  

 支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）               ―      円 

 

エ 特殊勤務手当（２６年４月１日現在） 

支給実績（25年度決算） 1 1 5千 円

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 1 9 , 1 6 7円

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 2 7 . 3％

手当の種類（手当数） １    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 

(25年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

緊急業務手当 薩 摩 川 内 市 水 道 局

就 業 規 程 第 ８ 条 の

規 定 に よ る 勤 務 時

間 以 外 の 時 間 に 、

突 発 的 事 故 に よ り

召 集 を 受 け 復 旧 等

緊 急 工 事 に 係 る 業

務 に 従 事 し た 職 員

勤 務 時 間 以 外 の

時 間 に 、突 発 的 事

故 に よ り 召 集 を

受 け 従 事 し た 、復

旧 等 緊 急 工 事 に

か か る 業 務  

115千円  １件当たり 

1,000円

 

オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ 25年 度 決 算 ）                        5,435千円 

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）                           247千円 

支 給 実 績 （ 24年 度 決 算 ）                    7,083千円 

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）                           394千円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 
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 カ その他の手当（２６年４月１日現在） 

 

 

 

手当名 内容及び支給単価
一般行政

職の制度と

の異動

一般行政職の制度
と異なる内容

253,735円

扶養親族である配偶者 13，000円

配偶者以外の扶養親族 　6，500円

※職員に配偶者がない場合は、扶養親族の
　うち１人について11，000円とする。

※扶養親族のうち、満16歳の年度初めから
　満22歳の年度末までの子については、
　1人につき5，000円を加算する。

支給実績
(平成25年度決算)

支給職員１人当たり

平均支給年額

（平成25年度決算）

扶養手当 同じ －

区　　分 金　　額

4,314千円

90,155円①交通機関利用者
運賃相当額を支給

（限度額55，000円）

②交通用具使用者 4，100円～24，500円

管理職手当 同じ －
支給対象者

管理又は監督の地位にある職員の
うち、規則で定める職にある職員

通勤手当 異なる －

区分 支給月額

1,983千円

122,472円

①借家
　（家賃月額が12，000円
　を超える場合に限る）

家賃の額に応じ
５００円～27，000円

②自宅（市内） 3，000円

③自宅（市外） 1，500円

住居手当 異なる

区　　分 支給月額

2,204千円－

6,944円

支　給　額 1時間当たり給料の135％

1,678千円 559,225円

支　給　額 職に応じ24，000円～68，400円

休日勤務
手当

同じ －
支給対象者 休日等に勤務を命じられた職員

56千円


